
☆学校管理下外で起きた傷害による治療・死亡に
対して保険金の請求ができます。
•家庭内でのケガ
•公園などで遊んでいてのケガ
•スポーツをしていてのケガ
•ＰＴＡ活動に参加してのケガ
•登校、下校中のケガ
•外来の手術　　　　　　・・・等

☆ＰＴＡ主催（共催）の行事に参加、活動中の傷害
による治療・死亡に対しての補償、活動に伴い発
生した管理者としての賠償責任を負担することで
生じる賠償金を補償しています。
•ＰＴＡ主催のスポーツ大会でケガをした
•ＰＴＡ会議・総会中にケガを負った（往復途上含）
•地域の草刈活動中に近所のお宅の一部を破損した
•プール開放時に熱中症 ・・・等

対象者ならびに条件 補償項目 保険金額（補償限度額） 補償内容ならびに特記事項

Ⅰ

児童・生徒

証券番号
Y209432716

学 校学 校
管 理 下 外管 理 下 外

死亡・後遺障害死亡・後遺障害 ６５万円 後遺障害については、障害の程度により保険金額の４％
～ 100％をお支払いします。

入 院 日 額入 院 日 額 ９００円 事故発生から180日以内で治療期間８日間以上の場合
に１日目から補償（180日限度）

手 術手 術 4,500円～ 9,000円 事故発生日から180日以内の入院中の手術は入院日額の10倍、
外来の手術は入院日額の５倍の金額をお支払いします。

通 院 日 額通 院 日 額 ６００円 事故発生から180日以内で治療期間８日間以上の場合
に１日目から補償（90日限度）

Ⅱ

ＰＴＡ会員
（児童・生徒）

※1

証券番号
Y209398917

ＰＴＡ行事ＰＴＡ行事
参 加 中参 加 中
※2※2プール開プール開
放事業中放事業中
を含むを含む

死亡・後遺障害死亡・後遺障害 ３００万円
※3 （３６５万円）

後遺障害については、障害の程度により保険金額の４％
～ 100％お支払いします。

入 院 日 額入 院 日 額 ３，０００円
※3 （3，9００円）

事故発生から180日以内で治療期間１日目から補償
　（180日限度）

手 術手 術 １．５～３万円
※3 （1.95～3.9万円）

事故発生日から180日以内の入院中の手術は入院日額の10倍、
外来の手術は入院日額の５倍の金額をお支払いします。

通 院 日 額通 院 日 額 ２，０００円
※3 （２，６００円）

事故発生から180日以内で治療期間１日目から補償
　（90日限度）

Ⅲ

ＰＴＡ会員
※1

証券番号
Y209397693

ＰＴＡ行事ＰＴＡ行事
参 加 中参 加 中

賠償賠償

対人対人 １億円 /１事故10億円 ＰＴＡ活動において第三者への賠償責任を負った場合
に各種費用をお支払いいたします。
•自己負担として対人・対物について１，０００円・借
用物について５，０００円を適用します。
•自動車の所有、使用または管理に起因する賠償責任
はお支払いできません。

対物対物 500万円

借用物借用物 10万円 /期間中500万円

保険期間：2025年4月1日～ 2026年4月1日 ※通院は90日限度・入通院合算で180日限度となります。

※1 上記Ⅱ、Ⅲ「ＰＴＡ会員」とは、児童・生徒および両親の他に、同居の親族の方、ＰＴＡ行事への参加が事前にＰＴＡにより
認められた方も含みます。

※2 プール開放中に関して、児童・生徒およびＰＴＡ会員の傷害補償制度は、上記Ⅱ、Ⅲ「ＰＴＡ行事参加中」となります。
※3 カッコ内の保険金額は、ＰＴＡ活動中の児童・生徒に関わる治療期間が8日以上の場合の保険金額です（治療期間が8日以上の

場合には、Ⅰ学校管理下外補償と合算した金額となるためです）。治療期間が7日以内の場合には、児童・生徒についてもⅡＰ
ＴＡ会員と同額の補償となります。

児 童 生 徒 ＰＴＡ会員

（3つのご連絡方法から選択して下さい）

※事故連絡の方法❶～❷いずれの場合でも、必ず “契約者名：仙台市ＰＴＡ協議会 ”とお申し出ください。※事故連絡の方法❶～❷いずれの場合でも、必ず “契約者名：仙台市ＰＴＡ協議会 ”とお申し出ください。

東京海上日動火災保険株式会社
〈非幹事保険会社〉損害保険ジャパン株式会社

ＡＩＧ損害保険株式会社
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■事故受付センター（事故報告はこちらへ）： TEL0120-720-110
【受付時間】24時間365日
■取扱営業店：東京海上日動火災保険㈱仙台支店 専業チーム TEL:022-225-6540
■取扱代理店：ファイナンシャルアライアンス㈱ 仙台支店 TEL:022-796-0781

【証券番号】Ⅰ学校契約団体傷害保険：Y209432716　ⅡＰＴＡ団体傷害保険：Y209398917　ⅢＰＴＡ賠償責任保険：Y209397693
24TC-005825　2024年12月

傷害補償制度傷害補償制度
2025年2025年
仙台市ＰＴＡ協議会仙台市ＰＴＡ協議会

仙台市ＰＴＡ協議会 会員の皆様へ仙台市ＰＴＡ協議会 会員の皆様へ

のご案内のご案内傷害補償制度傷害補償制度 のご案内のご案内
　仙台市ＰＴＡ協議会は、児童生徒の心身ともに健やかな成長と、ＰＴＡ会員が安心してＰＴＡ活動ができる
ことを心から願っています。日常生活やＰＴＡ活動においての傷害事故・賠償トラブル等は全く予想ができず、
思いがけないところで起こります。このような事故に対してＰＴＡ会員の皆様に、以下の補償を提供しています。
なお、保険料はＰＴＡ協議会会費１,０００円に含まれておりますので、保険料だけの集金はございません。

＊「傷害補償制度」とは、学校契約団体傷害保険・ＰＴＡ団体傷害保険・ＰＴＡ賠償責任保険の総称です。
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よる治療 死
す。

事故が発生したら事故が発生したら事故が発生したら

❶事故が発生したら、保護者の方が下記事故受付センター（東京海上日動安心110番）へお電話にて事故報告をしてください。
　その後、保険会社よりご連絡差し上げ、お手続きを進めさせて頂きます。
❷インターネット事故連絡
「東京海上日動　事故受付」と検索、東京海上日動ＨＰよりインターネット事故受付が可能です。
受付画面「ご連絡事項等」の欄へ ★メールアドレス ならびに ★ご住所 を必ずご入力をお願いいたします。
❸右記ＱＲから上記インターネット事故受付サイトへアクセス可能です。
＊ご使用のパソコン・スマートフォン等によってはアクセスできない場合があります。
＊所定のお手続き完了後に、ご指定いただいた口座に保険金をお支払いいたします。また、事故に
係わる情報につきましては所属の学校と情報共有させていただきます。
＊「ご連絡事項」の欄に連絡先ご住所、携帯番号を必ず入力してください。ショートメールにて保険請求手続きに関「ご連絡事項」の欄に連絡先ご住所、携帯番号を必ず入力してください。ショートメールにて保険請求手続きに関
するご案内等させていただく場合がございます。するご案内等させていただく場合がございます。

ＱＲコード®


